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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気調和対象空間の天井に配設され、空気調和対象空間に調和空気を吹出す吹出口装置
において、
　調和空気が通過可能な矩形開口断面の開口部を取囲んだ略箱状体として形成され、天井
内でダクトと接続されて調和空気を供給され、前記開口部から調和空気を空気調和対象空
間へ吹出す吹出口本体と、
　略板状体で形成され、前記吹出口本体開口部に傾斜状態で且つ前記開口部の長手方向に
所定間隔を空けて並ぶ状態で複数配設され、開口部から吹出される調和空気の気流を前記
開口部長手方向の一方に案内する案内羽根とを備え、
　前記吹出口本体が、空気調和対象空間に面する外壁又は窓に前記開口部長手方向の一方
の側における端部を向ける配置とされて、前記外壁又は窓から離れた天井所定箇所に配設
され、
　前記案内羽根が、傾斜の向きを前記開口部長手方向の一方の側が下となる斜め下向きと
する同一の傾斜状態とされると共に、前記開口部における前記外壁又は窓に近い部位での
案内羽根同士の間隔を、開口部の他の部位での案内羽根同士の間隔より小さくするように
配設されることを
　特徴とする吹出口装置。
【請求項２】
　前記請求項１に記載の吹出口装置において、
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　前記案内羽根が、前記開口部長手方向に並んだ案内羽根同士の間隔を調整可能として、
吹出口本体に取り付けられることを
　特徴とする吹出口装置。
【請求項３】
　前記請求項２に記載の吹出口装置において、
　前記吹出口本体における案内羽根の上側位置に前記開口部長手方向に架設される状態と
して配設される、案内羽根取付用のフレームを備え、
　当該フレームが、各案内羽根ごとに対応させて所定長さの長孔を複数穿設され、各長孔
に対し位置調整可能且つ固定可能に係合する所定の固定具を有してなり、
　前記案内羽根が、前記固定具によりフレームに対し取り付けられて、長孔の範囲で前記
開口部長手方向に位置調整可能とされることを
　特徴とする吹出口装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和の対象となる空間における天井部に配置され、吹出用開口部分から
前記空気調和対象空間に対し調和空気を吹出す吹出口装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　室内空間のうち、熱が出入りしやすいなど外部環境の影響を受ける建物外周部、すなわ
ち、外壁や窓、出入口など、の近傍の領域（ペリメータゾーン）に対し、より内側の空間
領域（インテリアゾーン）の空気調和を分離して、熱負荷の軽減を図ることは従来から一
般的に行われている。具体的には、外壁や窓を内側から覆うようにカーテン状の空気流を
生じさせ、人の動作及び視界や採光の障害となる仕切りを設けることなく、外部からイン
テリアゾーンを熱的に分断する手法が多く用いられている。
【０００３】
　こうしたカーテン状の空気流を生じさせる装置としては、専用の装置の他に、ライン型
の吹出口装置を採用することが多かった。ライン型の吹出口装置は、線状の開口部を備え
ることで、吹出気流を開口部形状に対応させて比較的狭い領域に集中させることができた
。このような従来のライン型の吹出口装置の一例として、特開２００１－２７２０９３号
公報に記載されるものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２７２０９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記特許文献１に示されるような従来のライン型の吹出口装置を用いる場合、吹出口か
ら出た気流が室内空気を誘引して拡散し、有効に領域の分離を図ることができない事態を
防ぐため、吹出口装置を外壁や窓のすぐ近く、すなわち、外壁や窓の近傍の天井に設けて
、吹出気流をなるべく拡散させずに利用するようにしていた。
【０００６】
　このように、従来のライン型の吹出口装置は、外壁や窓を覆うカーテン状の気流を生成
するために、外壁や窓の近傍の天井に設けて、開口部から下方に調和空気を吹出すように
する必要があった。ただし、この場合、天井における吹出口装置の設置箇所は、架構式の
建物における梁配設箇所より外側に位置することとなる。そのため、吹出口設置に際して
は、天井内における梁外側の狭小空間で作業を行う必要が生じると共に、吹出口装置への
給気用のダクトは、天井内で建物内方から梁を貫通するように設けられた上で吹出口装置
に接続されなければならない点で、吹出口設置に係るコストが大きくなるという課題を有
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していた。
【０００７】
　本発明は前記課題を解消するためになされたもので、外壁や窓の近傍を流れる所望の調
和空気気流を、外壁や窓から離れた箇所からの吹出しでも得られるようにして、インテリ
アゾーンへの外部環境の影響を抑える状態を確保しつつ、吹出口設置を簡略に行える吹出
口装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る吹出口装置は、空気調和対象空間の天井に配設され、空気調和対象空間に
調和空気を吹出す吹出口装置において、調和空気が通過可能な矩形開口断面の開口部を取
囲んだ略箱状体として形成され、天井内でダクトと接続されて調和空気を供給され、前記
開口部から調和空気を空気調和対象空間へ吹出す吹出口本体と、略板状体で形成され、前
記吹出口本体開口部に傾斜状態で且つ前記開口部の長手方向に所定間隔を空けて並ぶ状態
で複数配設され、開口部から吹出される調和空気の気流を前記開口部長手方向の一方に案
内する案内羽根とを備え、前記吹出口本体が、空気調和対象空間に面する外壁又は窓に前
記開口部長手方向の一方の側における端部を向ける配置とされて、前記外壁又は窓から離
れた天井所定箇所に配設され、前記案内羽根が、前記開口部における前記外壁又は窓に近
い部位での案内羽根同士の間隔を、開口部の他の部位での案内羽根同士の間隔より小さく
するように配設されるものである。
【０００９】
　このように本発明によれば、天井に設けられる吹出口装置における、矩形の横断面形状
となる箱状の吹出口本体の開口部に複数の案内羽根を配設し、吹出口本体に流入した調和
空気を、開口部の各案内羽根で吹出方向がペリメータゾーンにおける外壁又は窓に近づく
向きとなるように案内して吹出し、案内羽根同士の間隔の差異に基づき、開口部の外壁又
は窓に近い側で水平速度成分を強くした気流と、外壁又は窓から離れた側で斜め速度成分
を強くした気流とを得るようにして、これらが一まとまりとなった調和空気の気流を外壁
又は窓に向かわせることとなる。これにより、外壁又は窓から離れた天井の吹出口位置か
ら調和空気の気流をできるだけ拡散させることなく、水平から斜め下にかけての所定範囲
に気流を進行させて外壁又は窓に到達させ、さらに外壁又は窓に沿って各方向に進ませて
、外壁又は窓を覆うようなカーテン状の気流を生じさせることができ、こうしたカーテン
状の気流で外壁又は窓を通じた外部環境の影響を抑えられ、インテリアゾーンにおける空
気調和状態を維持しやすくして、空気調和のコストを抑制できる。また、吹出口を外壁又
は窓から離れた天井部位に配置しても、問題なく気流をペリメータゾーンの外壁又は窓に
到達させられ、吹出口を外壁又は窓の近傍に配設せずに済み、吹出口用のダクト設置に係
る梁貫通工事を不要にできるなど、吹出口の付帯設備や吹出口設置に係る作業を簡略化し
て、吹出口設置に係るコストを抑えられる。さらに、調和空気の気流を案内羽根で案内し
てその進行方向を制御しつつ、ペリメータゾーンにおける外壁又は窓へ向かわせることで
、気流を下方の居住域に到達させずに済み、居住域にドラフトなどの影響を与えずにカー
テン状の気流を得ることができる。
【００１０】
　また、本発明に係る吹出口装置は必要に応じて、前記案内羽根が、前記開口部長手方向
に並んだ案内羽根同士の間隔を調整可能として、吹出口本体に取り付けられるものである
。
【００１１】
　このように本発明によれば、吹出口本体開口部における各案内羽根の間隔を調整可能と
して、案内羽根間を広くして吹出気流の斜め速度成分を強くしたり、案内羽根間を狭くし
て吹出気流の水平速度成分を強くするなど、開口部から吹出される調和空気の気流の水平
速度成分と斜め速度成分の割合を変えて、一まとまりで外壁又は窓に向かう気流の進行状
態を調整できることにより、例えば、冷暖の違いに伴う気流の昇降性の差異に対し、各案
内羽根の間隔調整で、冷暖いずれの場合も目標位置となる外壁又は窓に所望の速度分布で
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到達可能な適切な気流となるよう調整できることとなり、空気調和対象空間の空気調和状
況によらず、吹出口から調和空気の気流を偏らせずスムーズに外壁又は窓側へ進行させて
、外壁又は窓に達した気流をカーテン状の気流として有効に機能させられる。
【００１２】
　また、本発明に係る吹出口装置は必要に応じて、前記吹出口本体における案内羽根の上
側位置に前記開口部長手方向に架設される状態として配設される、案内羽根取付用のフレ
ームを備え、当該フレームが、各案内羽根ごとに対応させて所定長さの長孔を複数穿設さ
れ、各長孔に対し位置調整可能且つ固定可能に係合する所定の固定具を有してなり、前記
案内羽根が、前記固定具によりフレームに対し取り付けられて、長孔の範囲で前記開口部
長手方向に位置調整可能とされるものである。
【００１３】
　このように本発明によれば、吹出口本体の案内羽根上方にフレームを設けると共に、こ
のフレームに案内羽根ごとに対応する長孔を穿設し、各長孔を用いてフレームに案内羽根
を所定範囲移動可能に取り付け、案内羽根を動かして案内羽根同士の間隔を調整可能とす
ることにより、案内羽根の位置調整に係る構造を簡略化できると共に、案内羽根の位置を
容易に変更修正でき、開口部から吹出す気流の進行状態を、空気調和対象空間の空気調和
状況や、吹出口装置と外壁又は窓との位置関係に対応させて、気流が外壁又は窓に達した
段階で確実にカーテン状の気流が得られるよう適切に調整できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る吹出口装置の一部省略正面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る吹出口装置の一部省略側面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る吹出口装置における化粧グリル取外し状態の底面
図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る吹出口装置の天井設置状態における概略底面図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る吹出口装置を設置した窓寄りのモジュールの概略
底面図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る吹出口装置における気流進行状態説明図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る吹出口装置の天井への配置状態説明図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る吹出口装置からの気流の窓到達状態説明図である
。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る吹出口装置における化粧グリル取外し状態の底面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（本発明の第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態に係る吹出口装置を前記図１ないし図８に基づいて説明
する。本実施形態では、空気調和対象の室内空間に面するグリッド式のシステム天井に配
設される吹出口装置の例について説明する。
【００１６】
　前記各図において本実施形態に係る吹出口装置１は、複数のグリッドを有する基本の正
方形のモジュール８０を一又は複数組合わせてなるグリッド式のシステム天井５０に配設
され、空気調和対象の室内空間７０に調和空気を吹出す吹出口装置であり、天井５０をな
す各モジュール８０のうち、建物外周部の窓（外壁）６０の近くに位置するモジュール８
０における、窓６０寄りの複数の所定箇所に配置されるものである。
【００１７】
　この吹出口装置１は、詳細には、矩形開口断面の開口部１１を取囲んだ略箱状体として
形成され、天井５０内でダクト５１と接続されて天井５０の所定箇所に配設される吹出口
本体１０と、この吹出口本体１０内側の開口部１１に配設されて調和空気の吹出す方向を
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所定の向きに案内する案内羽根２０と、案内羽根２０の上側に配設される略板状のフレー
ム３０と、吹出口本体１０の開口部１１及び各案内羽根２０を覆う大きさの略板状体で形
成され、調和空気を通過させる孔４１を多数穿設されて吹出口本体１０の室内側端部に配
設される化粧グリル４０とを備える構成である。
【００１８】
　この吹出口装置１の取付け対象となる、天井５０をなすモジュール８０は、６×６＝３
６のグリッドを組合わされてなる正方形となっている。特に、窓６０の近くに位置するモ
ジュール８０において、等長の四つの外辺部のうち、窓６０に近い辺８１の近傍となる二
箇所に、吹出口装置１が配設されることとなる（図５参照）。また、モジュール８０には
、室内空間のうちインテリアゾーンに対する空気調和を行うための他の吹出口装置９０も
配設することができる。
【００１９】
　前記吹出口本体１０は、調和空気の通過可能な矩形開口断面の開口部１１を取囲む、金
属等の強度の高い材質製の略箱状体として形成され、開口部１１長手方向における一端部
を室内空間７０に面する窓６０に向ける配置とされて、天井５０に格子状に組立配設され
たグリッド式システム天井用の公知の支持枠５２に照明器具５３など他の天井配設機器と
共に支持される構成である（図４参照）。
【００２０】
　この吹出口本体１０は、側面に一体に連結する筒状のネック部１２でダクト５１と接続
され、このネック部１２を通じてダクト５１から調和空気の供給を受け、導入された調和
空気を、室内空間に面する下部の開口部１１から、案内羽根２０による案内を経て、外壁
や窓などの建物外周部に向かうように室内空間７０に吹出す仕組みである。
【００２１】
　吹出口本体１０側面のネック部１２は、略楕円形、より厳密には長軸方向端部の半円形
部分に挟まれた中間部分の外縁を直線状とする長円形の開口断面形状とされる筒体であり
、天井５０内で調和空気供給用のダクト５１と接続される構成である。このネック部１２
が長円形の開口断面形状を有することに伴い、吹出口本体開口部１１の長辺方向の端部に
もネック部１２の開口を十分に近付けることができ、こうした従来の円形開口断面形状の
ネック部から離れて調和空気の気流が到達しにくかったような箇所にも、調和空気を到達
させやすい仕組みである。
【００２２】
　また、吹出口本体１０は、窓６０に一番近いモジュール８０に配設されるが、このモジ
ュール８０自体が窓から少し離れた箇所、より具体的には、架構式の建物における天井内
の最も建物外周部寄りの梁位置より室内側、に位置することで、吹出口本体１０も前記梁
位置より内側に配設される。このため、吹出口本体１０に調和空気を供給するダクト５１
も、梁位置の内側に設けることができる。
【００２３】
　さらに、略箱状をなす吹出口本体１０の室内空間側の端部には、開口部１１に対する外
側方向に突出する額縁部１３が形成される構成である。この額縁部１３は、内方の開口部
１１とは反対側となる外方へ所定幅突出する部分を周方向へ連続させて略鍔状とし、さら
にその最外周部分を上方へ起立状態とした形状とされる構成である。この額縁部１３が、
公知の取付用プレートを介して、あるいは直接、支持枠５２に取付けられることで、吹出
口本体１０は天井５０に固定される仕組みである。
【００２４】
　前記案内羽根２０は、略板状体で形成され、吹出口本体１０の開口部１１に傾斜状態で
且つ開口部１１の長手方向に所定間隔を空けて並ぶ状態で複数配設される構成である。案
内羽根２０の傾斜の向きは、開口部長手方向の一方、具体的には、窓６０に向いた吹出口
本体１０の一端部のある側が下となるようにされており、各案内羽根２０で、開口部１１
から吹出される調和空気の気流を吹出口本体１０の一端部側に案内できる仕組みである。
そして、傾斜状態の案内羽根２０による案内を受けて、調和空気の気流は室内空間７０へ



(6) JP 6896244 B2 2021.6.30

10

20

30

40

50

斜めに吹出すこととなる。
【００２５】
　各案内羽根２０は、その上端部を吹出口本体１０内側のフレーム３０に取付けられて、
開口部１１における室内空間寄り位置においてそれぞれ開口部１１を横断する状態で吹出
口本体１０に対し一体に固定される。
【００２６】
　この案内羽根２０は、吹出口本体１０の開口部１１における窓６０に近い部位での案内
羽根２０同士の間隔を、開口部１１の窓６０から遠い他の部位での案内羽根２０同士の間
隔より小さくするように並べて配設される。
【００２７】
　具体的には、吹出口本体１０の開口部１１における窓６０に近い部位（外辺８１に近い
部位）での案内羽根２０同士の間隔と、窓６０から遠い他の部位での案内羽根２０同士の
間隔との割合が、例えば２：３程度となるように、案内羽根２０が配設される。
【００２８】
　案内羽根２０同士の間隔が小さい、開口部１１の窓６０に近い部位（第一開口部分１１
ａ）では、案内羽根２０間を通った調和空気の気流は、水平速度成分を強くした気流とな
り、仮に周囲からの影響を受けない単独吹出の場合、主に天井５０に近い位置を水平に進
もうとする（図６中、気流Ａ）。
【００２９】
　また、案内羽根２０同士の間隔が大きい、開口部１１の窓６０から遠い他の部位（第二
開口部分１１ｂ）では、案内羽根２０間を通った調和空気の気流は、斜め速度成分を強く
した気流となり、仮に周囲からの影響を受けない単独吹出の場合、室内空間７０を主に斜
め下向きに進もうとする（図６中、気流Ｂ）。
【００３０】
　実際には、開口部１１の窓６０に近い第一開口部分１１ａから吹出された気流と、開口
部１１の窓６０から遠い第二開口部分１１ｂから吹出された気流は、同時に生じているこ
とから、互いに影響を及ぼし合い、吹出された後、互いに引き寄せ合って一つにまとまる
。この一つにまとまった気流（図６中、気流Ｃ）は、水平向きと斜め下向きの中間を主な
進行方向として、あまり拡散することなく進んで窓６０に向かうこととなる（図６参照）
。
【００３１】
　合わせて、調和空気の気流は、案内羽根２０の配置による吹出状態の設定に基づいて、
窓６０に到達した時点では、そこからカーテン状に窓６０を覆うのに適した、複数方向に
それぞれ適切な速度成分を有して広がろうとする速度分布状態の気流となる。
　これにより、調和空気の気流は、窓６０に到達した後、さらに窓６０に沿って下や横方
向に進んで、カーテン状の気流として窓６０を覆うこととなる。
【００３２】
　前記フレーム３０は、吹出口本体１０における案内羽根２０の上側位置に、開口部１１
の長手方向に架設される状態として配設されるものである。このフレーム３０は、吹出口
本体１０との間に、案内羽根２０間への調和空気の流入を許容する隙間が生じるように、
開口部１１の中心に配置され、各案内羽根２０の上端を取り付けられて各案内羽根２０を
支持固定する。
【００３３】
　前記化粧グリル４０は、調和空気を抵抗なく通過させられる大きさの多数の孔４１を所
定の規則的配置で穿設される略板状体であり、吹出口本体１０の開口部１１及び案内羽根
２０を覆い隠すようにして、吹出口本体１０の室内側端部に取付けられるものである。こ
の化粧グリル４０の孔４１は十分な大きさで多数穿設され、化粧グリル４０は開口率を大
きく設定されていることから、内側の案内羽根２０を室内側から見えにくくしつつ、案内
羽根２０で案内される調和空気の気流の吹出しに影響を与えることはない。
【００３４】
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　なお、化粧グリルの孔形状は図４に示すような方形に限られるものではなく、矩形や六
角形などの多角形、円や楕円等、他の形状としてもかまわない。また、化粧グリル４０を
、天井５０をなすモジュール８０に設けられる、インテリアゾーンへの空気調和用の他の
吹出口装置９０における化粧グリルと同様の外観とすることもでき、この場合、天井５０
にデザイン面での統一感を与えることができる。
【００３５】
　次に、前記構成に基づく吹出口装置における調和空気吹出状態について説明する。前提
として、ダクト５１を通じて吹出口装置１に対し調和空気が継続的に供給される状況にあ
るものとする。
【００３６】
　ダクト５１から供給された調和空気は、吹出口本体１０の側面におけるネック部１２を
通じてスムーズに吹出口本体１０内に進入する。吹出口本体１０内で調和空気は、フレー
ム３０と吹出口本体１０との間の隙間を通って、矩形状の開口部１１における室内空間寄
りに位置する案内羽根２０に到達する。
【００３７】
　そして、案内羽根２０に達した調和空気は、開口部長手方向に並んだ各案内羽根２０の
間を進み、各案内羽根２０に案内され、案内羽根２０の傾斜に応じて進行方向を変えた上
で、開口部１１から化粧グリル４０の孔４１を経て、室内空間７０に吹出す。
【００３８】
　この時、案内羽根２０同士の間隔を小さくしている、開口部１１の窓６０に近い第一開
口部分１１ａで、案内羽根２０間を通って室内空間７０に吹出す調和空気の気流は、水平
向きの速度成分を強くした気流となっている。
【００３９】
　また、案内羽根２０同士の間隔を大きくしている、開口部１１の窓６０から遠い第二開
口部分１１ｂで、案内羽根２０間を通って室内空間７０に吹出す調和空気の気流は、斜め
下向きの速度成分を強くした気流となっている。
【００４０】
　このため、開口部１１から室内空間７０に吹出された気流は、主に水平向きの速度成分
を有する気流と、主に斜め下向きの速度成分を有する気流とが一つに合わさったものとし
て、水平向きと斜め下向きの中間となる斜め向きに進むこととなり、室内空間を拡散する
ことなく進行して窓６０に近付いていく。
【００４１】
　こうして、室内空間を窓６０に向かう気流が、天井の開口部１１から斜めに進むことで
、暖房の場合には上昇しやすい調和空気の気流が過度に天井に沿ったものとならず、無理
なく窓６０に到達させてカーテン状に広がる気流とすることができる。また、冷房の場合
には下降しやすい調和空気の気流が下方に下がりすぎることを防止でき、吹出口と窓６０
との間における室内空間下方の居住域に調和空気を到達させずに済み、居住域に対しドラ
フトなどの悪影響を及ぼさない状態が確実に得られる。
【００４２】
　なお、吹出口本体１０の開口部１１のうち、窓６０に対し最前方となる案内羽根２０よ
り前側の開口部分と、窓６０に対し最後方となる案内羽根２０より後側の開口部分とから
も、調和空気が少し吹出される。この前後の開口部分から吹出された調和空気は、吹出口
本体１０前後の額縁部１３を覆うように拡散して、主に各案内羽根２０間を通って室内空
間に吹出された気流により吹出口近傍に誘引された室内空気が、額縁部等に接触すること
を防ぎ、特に、冷房時に調和空気により冷却された額縁部等に温かい室内空気が接触する
ことで発生する結露を確実に防止できる。
【００４３】
　室内空間７０を進んだ調和空気の気流が窓６０に達すると、調和空気の気流は、窓６０
に対し、複数方向に広がろうとする速度分布を有しており、カーテン状に窓６０を覆うよ
うに下や横方向にさらに進む。こうして、調和空気の気流により室内空間７０のインテリ
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アゾーンから窓６０が隔離され、インテリアゾーンにおける空気調和への窓６０を通じた
外部環境の影響を抑えられる。
【００４４】
　このように、本実施形態に係る吹出口装置においては、天井５０に設けられる吹出口装
置１における、矩形の横断面形状となる箱状の吹出口本体１０の開口部１１に、複数の案
内羽根２０を配設し、吹出口本体１０に流入した調和空気を、各案内羽根２０で吹出方向
がペリメータゾーンにおける窓６０に近づく向きとなるように案内して吹出し、案内羽根
同士の間隔の差異に基づき、開口部１１の窓６０に近い側で水平速度成分を強くした気流
と、窓６０から離れた側で斜め速度成分を強くした気流とを得るようにして、これらが一
まとまりとなった調和空気の気流を窓６０に向かわせることができる。これにより、窓６
０から離れた天井の吹出口位置から調和空気の気流をできるだけ拡散させることなく、水
平から斜め下にかけての所定範囲に気流を進行させて窓６０に到達させ、さらに窓６０に
沿って各方向に進ませて、窓６０を覆うようなカーテン状の気流を生じさせることができ
、こうしたカーテン状の気流で窓６０を通じた外部環境の影響を抑えられ、インテリアゾ
ーンにおける空気調和状態を維持しやすくして、空気調和のコストを抑制できる。
【００４５】
　また、吹出口を窓６０から離れた天井部位に配置しても、問題なく気流を窓６０に到達
させられ、吹出口を窓６０の近傍に配設せずに済み、吹出口用のダクト設置に係る梁貫通
工事を不要にできるなど、吹出口の付帯設備や吹出口設置に係る作業を簡略化して、吹出
口設置に係るコストを抑えられる。さらに、調和空気の気流を案内羽根２０で案内してそ
の進行方向を制御しつつ、窓６０へ向かわせることで、気流を下方の居住域に到達させず
に済み、居住域にドラフトなどの影響を与えずにカーテン状の気流を得ることができる。
【００４６】
　なお、前記実施形態に係る吹出口装置において、案内羽根２０を６枚配設する構成とし
ているが、これに限られるものではなく、吹出口から吹出す調和空気の風量や温度等の条
件に基づいて選定される吹出口装置の大きさ、特に開口部の大きさ、に対応させて、適切
な数の案内羽根を配設することができる。
【００４７】
　（本発明の第２の実施形態）
　前記第１の実施形態に係る吹出口装置においては、吹出口本体１０内のフレーム３０に
複数の案内羽根２０を固定状態で取付ける構成としているが、この他、第２の実施形態と
して、図９に示すように、フレーム３０に対し案内羽根２０を所定範囲移動可能に取付け
、案内羽根同士の間隔を調整可能な構成とすることもできる。
【００４８】
　詳細には、案内羽根取付用のフレーム３１に、あらかじめ各案内羽根２０ごとに対応さ
せて所定長さの長孔３２を複数穿設し、各長孔３２に所定の固定具３３、例えばボルト及
びナット、を係合させるようにする。そして、各案内羽根の上端を、固定具としてのボル
ト及びナットでフレーム３１に取付けることで、長孔３２の範囲で案内羽根２０を開口部
長手方向に位置調整できることとなる。
【００４９】
　案内羽根２０同士の間隔を調整する場合は、固定具３３としてのボルト及びナットを緩
め、案内羽根２０とボルト及びナットがフレーム３１に対し移動可能な状態としてから、
案内羽根２０をボルト及びナットの係合する長孔３２の範囲で動かして位置をずらし、案
内羽根２０の間隔が適切なものとなるよう調整を行えばよい。
【００５０】
　こうして、開口部１１における各案内羽根２０の間隔を調整可能として、案内羽根２０
間を広くして吹出気流の斜め速度成分を強くしたり、案内羽根２０間を狭くして吹出気流
の水平速度成分を強くするなど、開口部１１から吹出される調和空気の気流の水平速度成
分と斜め速度成分の割合を変えて、一まとまりで窓６０に向かう気流の進行状態を調整で
きることから、各案内羽根２０の間隔調整で、室内空間の空気調和状況や、吹出口装置と
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るよう調整できることとなり、吹出口から調和空気の気流を偏らせずスムーズに窓６０側
へ進行させて、窓６０に達した気流をカーテン状の気流として有効に機能させられる。
【００５１】
　なお、フレーム３１の各長孔３２の大きさは、案内羽根２０の調整量を大とする場合に
は大きく、調整量を小とする場合には小さくするなど、調整に係る移動量に応じた大きさ
としてかまわない。この他、フレームに対し、長孔に代えて、例えばボルト等の固定具を
係合させる孔を、あらかじめ調整量に合わせて複数組それぞれ穿設し、固定具を係合させ
る孔を複数の中から選択するようにして、案内羽根の間隔調整を連続ではなく段階的に行
うようにすることもできる。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　　　　　　吹出口装置
　１０　　　　　　吹出口本体
　１１　　　　　　開口部
　１１ａ　　　　　第一開口部分
　１１ｂ　　　　　第二開口部分
　１２　　　　　　ネック部
　１３　　　　　　額縁部
　２０　　　　　　案内羽根
　３０、３１　　　フレーム
　３２　　　　　　長孔
　３３　　　　　　固定具
　５０　　　　　　天井
　５１　　　　　　ダクト
　５２　　　　　　支持枠
　５３　　　　　　照明器具
　６０　　　　　　窓
　７０　　　　　　室内空間
　８０　　　　　　モジュール
　８１　　　　　　辺



(10) JP 6896244 B2 2021.6.30

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(11) JP 6896244 B2 2021.6.30

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(12) JP 6896244 B2 2021.6.30

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  一橋　克美
            東京都港区港南二丁目１５番２号　株式会社大林組内
(72)発明者  井守　紀昭
            大阪府大阪市北区中之島３丁目６番３２号　株式会社大林組大阪本店内
(72)発明者  石嶋　美知雄
            東京都港区港南二丁目１５番２号　株式会社大林組内
(72)発明者  末吉　祥平
            東京都港区港南二丁目１５番２号　株式会社大林組内
(72)発明者  藤澤　寛久
            東京都港区港南二丁目１５番２号　株式会社大林組内
(72)発明者  上野　景太
            福岡県糸島市志摩小富士９６８　空調技研工業株式会社内
(72)発明者  住吉　祐真
            福岡県糸島市志摩小富士９６８　空調技研工業株式会社内

    審査官  ▲高▼藤　啓

(56)参考文献  中国特許出願公開第１０５４０２８７０（ＣＮ，Ａ）　　　
              特開２０１３－０９２３０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２５０５３６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｆ　　１３／０６８　　　
              Ｆ２４Ｆ　　１３／０７２　　　
              Ｆ２４Ｆ　　１３／０８　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　１３／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

